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別
表
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
の
項
第
六
号
中
「
受
託
者
」
の
次
に

「
等
」
を
加
え
、
「
第7

2

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第4

7

条
」
を
「
第
８
条
の

規
定
に
よ
る
信
託
法
第5

8

条
第
４
項
（
同
法
第7

0

条
（
同
法
第7

4

条
第
６
項

◯
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
四
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
訓
令
第
四
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第1

2
8

条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
新
受
託
者
」
の
次

に
「
又
は
新
信
託
管
理
人
」
を
加
え
、
「
第7

2

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第4

9

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
」
の
下
に
「
及
び
セ

ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。

別
表
信
託
法
の
項
中
「
信
託
法
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
第6

8

条
」
を
「
第
２
条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
条
項
の
変
更
（
第7

0

条
」
を
「
信
託
の
変
更
又
は
信
託
の
併
合
若

し
く
は
信
託
の
分
割
の
許
可
（
第
６
条
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第7

1

条
」
を
「
第
７
条
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

条
第
１
項
（
同
条
第
２
項
」
を
「
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第6

2

条

第
４
項
（
同
法
第1

2
9

条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
五
号
を
加
え

る
。

訓
　
　
　
　
　
　
令

４
　
公
益
信
託
の
検
査
役
の
選
任
（
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
（
平
成
1
8
年
法
律
第
1
0
8
号
）
第
4
6
条
第

２
項
）

５
　
公
益
信
託
の
受
託
者
、
信
託
財
産
管
理
者
、
信
託
財
産
法
人
管
理
人
又
は
信
託
管
理
人
（
以
下
「
受
託
者

等
」
と
い
う
。
）
の
辞
任
の
許
可
（
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第
5
7
条
第
２
項
（
同
法
第
7
0
条
（
同
法

第
7
4
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
1
2
8
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
）

各
課

各
課

2
0

2
0

８
　
公
益
信
託
の
信
託
財
産
管
理
命
令
（
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第
6
3
条
第
１
項
）

９
　
公
益
信
託
の
保
存
行
為
等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可
（
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第
6
6
条
第
４

項
（
同
法
第
7
4
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
）

1
0
公
益
信
託
の
信
託
財
産
法
人
管
理
命
令
（
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第
7
4
条
第
２
項
）

1
1
公
益
信
託
の
信
託
管
理
人
の
選
任
（
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第
1
2
3
条
第
４
項
又
は
第
2
5
8
条
第
６

項
）

1
2
公
益
信
託
の
終
了
の
命
令
（
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第
1
6
5
条
第
１
項
）

各
課

各
課

各
課

各
課

各
課

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

信
託
法
　
　
　
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律

第
6
8
条
　
　
　
第
２
条
第
１
項

条
項
の
変
更
（
第
7
0
条
　
　
　
信
託
の
変
更
又
は
信
託
の
併
合
若

し
く
は
信
託
の
分
割
の
許
可
（
第
６
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
7
1

条
　
　
　
第
７
条

受
託
者

等
　
　
　
　
　
　
第
7
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
4
7
条
　
　
　
第
８
条
の

規
定
に
よ
る
信
託
法
第
5
8
条
第
４
項
（
同
法
第
7
0
条
（
同
法
第
7
4
条
第
６
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
1
2
8
条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

新
受
託
者

又
は
新
信
託
管
理
人
　
　
　
　
　
　
第
7
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
4
9

条
第
１
項
（
同
条
第
２
項
　
　
　
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
法
第
6
2
条

第
４
項
（
同
法
第
1
2
9
条
第
１
項
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
同
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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